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吹田には約４,８００名の外国籍の方が生活していま

す。３年前と比べると１００名ほど増加しています。

このように地域に住む外国籍の方が増えるにつれ、

日常生活の中でも外国籍市民やその家族と関わりを

持つ機会が増えています。特にニューカマーと呼ば

れる来日間もない外国籍市民にとって「ことばの壁」

によるコミュニケーション不足は大変不安なもので

す。さまざまな場面で情報が入手できなかったり、

情報を得られないために地域社会の中で孤立してし

まうこともあります。

財団法人吹田市国際交流協会には通訳できるボラ

ンティアの方が多く登録しています。最近は病院、

学校、市役所などでの通訳の要請が増え、登録ボラ

ンティアの方にご協力いただいています。

例えば医療機関からの要請の場合、主に市内の総

合病院からの通訳派遣の依頼に対し、該当言語（現

在は中国語のみ）のできるボランティアを通訳者と

して派遣しています。１回の同行時間が平均約２～

３時間、最大約５時間、交通費の実費のみ病院より

支給されているのが現状です。医療についての知識

を特に持たずに、あくまでもその言語が話せるとい

うだけで同行してもらっています。ボランティアの

方は自ら病気について学んだり、経験を積みながら

協力してくれています。けれども中には通訳の難し

さや通訳の立場自体が認識されづらいといった状況

が多々ありました。

医療や教育部門の通訳は、専門知識が必要である

にもかかわらず、会議通訳や法廷通訳とは違って世

間にもあまり知られておらず、当協会でも研修する

ノウハウも時間もなく必要に迫られ依頼をこなして

いる状態でした。

そんな時、朝日新聞の投稿の中に千里金蘭大学助

教授の水野真木子先生が書かれた「コミュニティ通

訳の養成を」という記事を読み、海外での「コミュ

ニティ通訳」の現状や今後日本においての資格化を

目指す先生のお考えを聞く機会を得ました。当協会
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のボランティアのスキルアップをしたいという意向

をお話したところ、先生の考えている認定制度とう

まくマッチさせることができ、吹田市独自の認定制

度を作ることとなりました。

当初は一度に医療と教育現場での通訳者を養成す

ることを目標としたのですが、海外での研修では医

療だけでも１００時間程度の講義が必要であることや、

現状では医療通訳の必要性がもっとも高いことか

ら、今年度は、医療についての「コミュニティ通訳

士」の養成講座（基礎講座を含め３５時間）の開設

と、次年度以降の教育現場や公的機関での通訳者養

成をどのように進めていくかなどの調査研究を、自

治体国際化協会から平成１７年度地域国際化協会等先

導的施策支援事業助成金を受け、実施することとなり

ました。

今年度末に養成講座が終了し、吹田市における

「コミュニティ通訳士（医療部門）」が２０数名誕生

する予定です。今後は当事者である在住外国籍市民

には、この制度を活用して少しの病気でも安心して

病院に行けるよう、もう一方の当事者である市内に

ある医療機関や公共機関などには「コミュニティ通

訳士」を活用しスムーズな診療・応対ができるよう

な受け皿づくりをしていきたいと考えています。

欧米ではすでに「コミュニティ通訳」という言葉

が一般に広く知られ公的機関が認定し、通訳の質の

保証がされ、仕事として報酬を受けることができま

す。日本においても、今後も在住外国人が増えると

いわれる中、さらに地域社会で外国籍市民をサポー

トする通訳者は必要になると考えています。この制

度がうまく稼動するには、欧米で一般的になってい

る「コミュニティ通訳」が日本でも社会的に認知さ

れることが必要です。そして多くの時間を割いて学

び、協力してくれるボランティアに対して、欧米で

保障されている程度の報酬を得られる方向に進めた

いと考えていますが、その財源をどのように確保す

るのかが今後の大きな課題です。

この制度を定着させるために
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財団法人吹田市国際交流協会（問い合わせ：０６－６８３５－１１９２）


